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衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
高
速
増
殖
原
型
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
に
関
連
す
る
政
治
資
金
の
支
出
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
原
子
力
機
構
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
保
存
さ
れ
て
い
る
資
料

を
基
に
、
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
及
び
原
子
力
機
構
（
以
下
「
事
業
団
等
」
と
い
う
。）

の
役
職
員
の
退
職
者
の
う
ち
役
員
の
職
又
は
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
で
退
職
し
た
者
（
以
下
「
事
業
団
退
職
者
」
と

い
う
。
）
が
役
員
と
し
て
再
就
職
し
た
、
子
会
社
（
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
及
び
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
に
あ

っ
て
は
「
特
殊
法
人
等
に
係
る
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
作
成
指
針
」
（
平
成
十
三
年
六
月
十
九
日
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制

度
分
科
会
法
制
・
公
企
業
会
計
部
会
公
企
業
会
計
小
委
員
会
報
告
）
第
�
章
�
�
に
い
う
「
子
会
社
」
、
原
子
力
機
構
に
あ

っ
て
は
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
第
�
�
�
に
い
う
「
特
定
関
連
会
社
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
事
業
団
等
か
ら
の

受
注
額
が
そ
の
総
売
上
額
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
る
法
人
（
以
下
「
子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
総
売
上
額
、
事

業
団
等
か
ら
の
受
注
額
及
び
当
該
受
注
額
の
総
売
上
額
に
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
状
況
を
「
独
立
行
政
法
人
か
ら
関
連
法
人
へ
の
補
助
・
取
引
等
及
び
再
就
職
の
状
況
」
に
記
載
し
、

一



ま
た
、
事
業
団
退
職
者
が
役
員
と
し
て
再
就
職
し
た
関
連
公
益
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
第
�
�
�
に
い
う
関
連

公
益
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
、
事
業
収
入
総
額
、
事
業
団
等
か
ら
の
受
注
額
及
び
当
該
受
注
額
の
事
業
収

入
総
額
に
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
状
況
を
「
財
務
諸
表

附
属
明
細
書
」
に
記
載
し
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
子
会
社
等
及
び
関
連
公
益
法
人
等
の
う
ち
、
財
務
諸
表
上
で
事
業
団
等
の
子
会
社
と
さ
れ
る
も
の
は
な

い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
三
）
及
び
（
四
）
に
つ
い
て

原
子
力
機
構
に
よ
れ
ば
、
保
存
さ
れ
て
い
る
資
料
を
基
に
、
子
会
社
等
へ
役
員
と
し
て
再
就
職
し
た
事
業
団
退
職
者
の
氏

名
、
退
職
時
の
役
職
及
び
再
就
職
先
で
の
役
職
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け

る
状
況
を
「
独
立
行
政
法
人
か
ら
関
連
法
人
へ
の
補
助
・
取
引
等
及
び
再
就
職
の
状
況
」
に
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
現

在
に
お
け
る
状
況
を
「
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
に
就
い
て
い
る
退
職
公
務
員
等
の
状
況
等
の
公
表
に
つ
い
て
」
に
そ
れ
ぞ

れ
記
載
し
、
ま
た
、
関
連
公
益
法
人
等
へ
役
員
と
し
て
再
就
職
し
た
事
業
団
退
職
者
の
氏
名
、
退
職
時
の
役
職
及
び
再
就
職

先
で
の
役
職
並
び
に
当
該
関
連
公
益
法
人
等
の
業
務
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
各

二



年
度
に
お
け
る
状
況
を
「
財
務
諸
表
附
属
明
細
書
」
に
記
載
し
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
機
構
に
お
い
て
把
握
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
五
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
・
具
体
的
な
事
柄
で
あ
る
の
で
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

（
六
）
に
つ
い
て

原
子
力
機
構
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
一
月
ま
で
の
間
に
原
子
力
機
構
が
締
結
し
た
契
約
（
そ

の
予
定
価
格
が
、
工
事
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
二
百
五
十
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
、
役
務
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
は

百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
等
少
額
の
契
約
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
契
約
ご
と
に
、
契
約
内
容
、
契
約
の
相
手
方
の
名

称
、
契
約
金
額
及
び
契
約
形
態
等
を
「
随
意
契
約
の
適
正
化
に
伴
う
契
約
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
」
に
記
載
し
、
原
子
力
機

構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

原
子
力
機
構
に
お
い
て
は
、
原
子
力
機
構
の
職
員
で
構
成
さ
れ
る
契
約
審
査
委
員
会
に
お
い
て
、
契
約
ご
と
に
契
約
形
態

の
適
否
等
に
つ
い
て
事
前
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
金
額
が
妥
当
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
ほ
か
、
「
独

三



立
行
政
法
人
の
契
約
状
況
の
点
検
・
見
直
し
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
七
日
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、
監
事

及
び
外
部
有
識
者
で
構
成
さ
れ
る
契
約
監
視
委
員
会
を
設
置
し
、
契
約
金
額
の
妥
当
性
等
の
観
点
か
ら
、
契
約
の
状
況
に
つ

い
て
点
検
及
び
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
今
後
、
こ
の
契
約
監
視
委
員
会
に
よ

る
点
検
及
び
見
直
し
の
結
果
に
つ
い
て
点
検
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
七
）
に
つ
い
て

総
務
大
臣
は
、
政
治
団
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九

十
四
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
従
い
、
形
式
上
の
不
備
が
な
い
か
又
は
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
が
不
十
分
で
は
な
い
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
の
審
査
を
行
っ
た
上
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
お
り
、
政
治
団
体
に
係
る
政
治
資
金
の
収
支
に
関
す
る
具
体
的
な
事
実
関
係
を
調
査
す
る
権
限
は
与
え
ら
れ
て
い
な

い
。

（
八
）
に
つ
い
て

企
業
等
に
よ
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
や
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
各
企
業
等
の
判
断
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
原
子
力
機
構
は
、
取
引
先
企
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
疑
念
を

四



抱
か
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五


